
日・オーストリア社会保障協定
説明会

厚生労働省年金局国際年金課
日本年金機構事業企画部国際事業グループ

この説明会資料は、2025年10月30日時点の情報に基づき作成しています。
最新の情報は、日本年金機構ＨＰ等でご確認をお願いいたします。



Ⅰ 社会保障協定の概要
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保険

○ 協定発効後

（４０年）

米国制度
加入期間

日本制度
加入期間

日本制度
加入期間

米国制度加入期間
４０年（６年＋３４年）

（最低加入期間：１０年）

⇒ 日本制度にのみ加入していた期間(３４年)が通算されることで、
米国年金の最低加入期間を満たすため、米国年金を受給できる
（ただし、受給額は６年分（日本の年金は３４年分））。

社会保障協定の概要
○ 社会保障協定の目的 ・・・ 国際間の人的移動の活発化に伴う年金等に係る課題の解決

⇒ 年金については、年金保険料の二重負担、年金受給資格の確保が課題となっている。

⇒ 短期の派遣（５年間以内）の場合は、日本の制度にのみ加入し、
米国制度への加入義務免除（原則は就労国でのみ加入）。  

派遣

日本の年金保険料の徴収
米国の年金保険料の徴収

○ 協定発効後

○ 協定発効前

⇒ 日本の年金保険料と米国の年金保険料の両方を払うことが必要。 

派遣

日本の年金保険料の徴収
米国の年金保険料の徴収

年金保険料の二重負担の課題 年金受給資格の確保の課題

○ 協定発効前 ○ 協定発効前

⇒ 米国制度加入期間のみでは、米国年金の最低加入期間を
 満たさないため、米国年金は受給できない。

日本制度加入期間

米国年金
不支給

（６年）（１９年） （１５年）

米国制度
加入期間

米国年金
６年分支給

米国制度加入期間
６年

（最低加入期間：１０年）

加入期間の通算適用法令の調整

（通算） （通算）
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社会保障協定の締結状況（2025年9月22日現在）

（出典：厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html）
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html


社会保障協定の締結状況（再掲）（2025年9月22日現在）

（出典：厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html） 5



Ⅱ 日・オーストリア社会保障協定の概要
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両国の以下の制度が対象となります。

◆日 本      

・年金制度（国民年金・厚生年金保険）

・医療保険制度

・雇用保険制度

◆オーストリア

・年金保険

・疾病保険 

・災害保険 

・失業保険

 

日・オーストリア社会保障協定について

7

対象となる社会保障制度

２０２５年12月１日

発効予定日

【参考】日本年金機構ＨＰ（協定を結んでいる国との協定発効時期及び対象となる社会保障制度）
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/kyoteitimesystem.html



日・オーストリア社会保障協定について

① 二重負担の解消

② 年金保険期間の通算

③ 申請書の代理受理

３つのポイント
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【年金制度】
● 就労している国の年金制度のみに加入することが原則となります。
● ただし、一時派遣等（派遣期間が５年を超えないと見込まれる等）に該当す

る者は、例外的に派遣元国の年金制度のみに加入することとなります。

【年金制度以外】
● 就労している国の制度のみに加入することが原則となります。ただし、日本

の雇用保険制度はこの原則の対象外です。
● 一時派遣等に該当する者は、

・ 雇用保険（失業保険）については、派遣元国の制度のみが適用されます。
・ 医療保険（疾病保険）については、オーストリアの在留許可の関係上、派

遣元国及び派遣先国の制度が適用されます。
・ 日本からオーストリアに一時派遣される者については、オーストリアの災害

保険が適用されます。

日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～

9

適用調整のルール



【年金制度】
● 就労している国の年金制度のみに加入することが原則と

なります。
● ただし、一時派遣等（派遣期間が５年を超えないと見込まれる等）に該当す

る者は、例外的に派遣元国の年金制度のみに加入することとなります。

日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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被用者の適用調整のルール

オーストリアの制度

加 入

△
日本に帰国

オーストリアの制度

加入免除
日本の制度

加 入

《例：日本の事業所からオーストリアへ派遣される場合》

５年以内

△
オーストリアに派遣

日本の制度

加入免除



日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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被用者の適用調整のルール（協定の対象となる全制度）

《例１：日本の事業所からオーストリアへ派遣される場合》

国 対象制度 一時派遣（※） 一時派遣以外

日本

年金制度 加入 加入免除

医療保険制度 加入 加入免除

雇用保険制度 加入 加入

オーストリア

年金制度 加入免除 加入

疾病保険制度 加入 加入

失業保険制度 加入免除 加入

災害保険 加入 加入

（※）当初の派遣期間（5年を超えない見込み）で派遣される場合
及び申請によりオーストリア年金制度等の加入免除期間の延長が認められた場合。（P14参照）



日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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《例２：オーストリアの事業所から日本へ派遣される場合 》

被用者の適用調整のルール（協定の対象となる全制度）

国 対象制度 一時派遣（※） 一時派遣以外

日本

年金制度 加入免除 加入

医療保険制度 加入 加入

雇用保険制度 加入免除 加入

オーストリア

年金制度 加入 加入免除

疾病保険制度 加入 加入免除

失業保険制度 加入 加入免除

災害保険 加入 加入免除

（※）当初の派遣期間（5年を超えない見込み）で派遣される場合
及び申請によりオーストリア年金制度等の加入免除期間の延長が認められた場合。（P14参照）



・オーストリア国内で雇用契約を締結していないこと

≪協定第７条１(ⅰ)に該当≫

≪協定第７条１(ⅱ)に該当≫

日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～

・オーストリア国内に事業所を有する雇用者と雇用契約を締結してい
るが、日本国内に事業所を有する雇用者の指揮の下にあること

※「日本国内に事業所を有する雇用者の指揮の下にある」とは、派遣元である日本の事業主が派遣さ
れた従業員の人事管理などの措置を講じる権限を有する状態であることを指します。

日本の事業所からオーストリアへ派遣される被用者（予定された派遣

期間が５年を超えない者）がオーストリアの年金制度等の加入を免除

されるためには、次のいずれかに該当することが条件となります。

適用調整の対象となる被用者について
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日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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● 当初見込んでいた派遣期間が５年を超えることとなっ
た場合、申請に基づき、両国関係機関間で協議し合
意した場合には、派遣先国の年金制度等の加入免
除期間の延長が認められます。

● ただし、その延長期間は原則として３年を超えない期
間とされています。

加入免除期間の延長



協定発効日の時点において、既にオーストリアに派遣され就労して
いる場合、当該発効日を起算点として、予定された派遣期間が５
年以内と見込まれる場合は、日本の年金制度のみに加入し、オー
ストリアの年金制度への加入が免除されます。
(※)当初見込んでいた派遣期間が５年間を超えることとなった場合は、申請により延長が認められる
可能性があります（P14参照）。

協定発効前から派遣されている者について

日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～

オーストリアの年金制度 加入

５年以内

オーストリアの年金制度 加入免除

 △
オーストリアに派遣

△
協定発効

△
日本に帰国
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日本の年金制度 加入

（※） 年金制度以外の制度の加入又は加入免除についてはP11を参照。



日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～

16

厚生年金保険の特例加入制度

⚫ 日本からオーストリアに派遣された被用者のうち、オーストリアの年金制度に
加入する者（当初の派遣期間が５年を超える見込みの場合や、派遣期間が５
年を超えて延長となり、その５年を超えた期間について、申請の結果、オース
トリアの年金制度免除が認められなかった場合等）については、日本の年金
制度（強制加入）が加入免除となりますが、この場合、厚生年金保険に任意
加入することができます（特例加入制度）。

⚫ この場合、オーストリアの年金制度（強制加入）及び日本の年金制度（任意加
入）の双方に加入することになりますが、厚生年金保険に任意加入すること
により、当該任意加入期間の厚生年金保険料拠出も考慮した年金給付が支
給されることになります。

【参考】日本年金機構ＨＰ 厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/tenpu.html

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/tenpu.html


日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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国 対象制度 日本居住者 オーストリア居住者

日本

年金制度 加入 加入免除

医療保険制度 加入 加入免除

雇用保険制度 ー ー

オーストリア

年金制度 加入免除 加入

疾病保険制度 加入 加入

失業保険制度 ー ー

災害保険 加入 加入

自営業者が、日本とオーストリアの国内で同時に事業を行うことにより、協定
がなければ両国の制度に加入することになる場合には、居住する国の制度の
みに加入すればよくなります。この場合、被用者とは異なり、「５年以内」などの
期間に関する上限はありません。

ただし、上記の結果、日本の制度のみに加入することとなった自営業者の場
合であっても、オーストリアの在留許可の関係上、オーストリアの疾病保険およ
び災害保険には加入する必要があります。

自営業者の適用調整のルール



○ 日本からオーストリアに派遣された被用者（予定された派遣期間が５年を超
えない者）がオーストリアの年金制度等の加入を免除されている場合

 被用者に同行する配偶者・子は、日本の年金制度及び医療保険制度が引
き続き適用されます。なお、オーストリアで就労しない限り、オーストリアの年
金制度の適用はありませんが、オーストリアの疾病保険制度は適用されます。

〇 オーストリアから日本に派遣された被用者（予定された派遣期間が５年を超
えない者）が日本の年金制度等の加入を免除されている場合

被用者に同行する配偶者・子は、一定の条件を満たす場合には、日本の
年金制度の加入を免除されますが、日本の医療保険制度の加入は必要とな
ります。
ただし、配偶者・子が希望する場合は、日本の年金制度に加入することがで
きます。

被用者に同行する配偶者・子

日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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○ 日本の制度のみに加入（※）することとなった自営業者に同行する配偶者・
子

・日本の年金制度：引き続き適用されます。
・日本の医療保険制度：引き続き適用されます。

なお、オーストリアで就労しない限り、オーストリア年金制度の適用はありま
せんが、オーストリアの疾病保険制度は適用されます。

(※) オーストリアの在留許可の関係上、オーストリアの疾病保険および災害保険には加入す
る必要があります（P17参照）。

自営業者に同行する配偶者・子 ①



日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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○ オーストリアの制度のみに加入することとなった自営業者に同行する配偶
者・子

一定の条件を満たす場合には、

・日本の年金制度：加入を免除されます。
・日本の医療保険制度：同行する配偶者・子自らがオーストリア疾病保険制

度に加入していることを条件に（※） 、加入を免除されます。

(※) 同行する配偶者・子について、日本の医療保険制度を免除するためには、オーストリア側 

が発給した自営業者本人の適用証明書（写）に加えてオーストリアの疾病保険制度に加入  

していることを証明する共同保険確認書（次ページご参考）その他必要な資料を市町村    
（75歳以上の方は後期高齢者医療広域連合）の窓口にて提示することが必要です。

自営業者に同行する配偶者・子 ②



（自営業者の場合）

同行する配偶者・子のオーストリア疾病保険制度への加入証明
（共同保険確認書）

日・オーストリア社会保障協定のポイント①
～二重負担の解消～
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上記が、オーストリア疾病保険制度の証明書（例）になります。
証明書の入手の方法などの詳細は、オーストリア疾病保険機関（SVS・BVAEB）にお尋ね下さい。
（P47,48参照）。



年金給付はそれぞれの国のルールで計算され支給されます。

＜日本の年金制度＞ ＜オーストリアの年金制度＞

日本側実施機関が支給 オーストリア側実施機関が支給

年金保険期間の
通算

日・オーストリア社会保障協定のポイント②
～年金保険期間の通算～
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障害年金

遺族年金

老齢年金

障害年金

遺族年金

老齢年金

加入中みなし



⚫ 年金の受給資格要件を満たすために、相手国の年金保険期間を算入することが
できます。具体的には、
◆日本の老齢年金では、１０年の最低加入期間が必要ですが、日本の期間だけで

は１０年を満たせない場合、日本の期間と重複しない限りにおいてオーストリアの

年金保険期間を足し合わせて要件を満たすことができます。

◆オーストリアの老齢年金の最低加入期間は180か月（15年）であり、そのうち84か

月（７年）以上が収入を伴う活動によるもの（有償就労期間）であることが必要(※）

ですが、オーストリアの期間だけでは必要な期間を満たせない場合、オーストリア

の期間と重複しない限りにおいて日本の年金保険期間を足し合わせて要件を満

たすことができます。

(※) 上記は2005年1月1日以降の新制度（1955年1月1日以降に生まれた者が対象。）についての記載となります。

旧制度においては受給要件が異なりますのでご注意ください。（詳細はオーストリア側年金実施機関(P48参照）

にお尋ねください。）

年金保険期間の通算

日・オーストリア社会保障協定のポイント②
～年金保険期間の通算～
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●オーストリアの老齢年金に係る留意点

①オーストリアの保険期間が１年に満たない者については、オーストリア年
金は支給されませんので、ご注意ください。

②日本の厚生年金保険の期間については、有償就労期間（※）として取り
扱われます。なお、これ以外の日本の保険期間に関しては、オーストリア
側が「有償就労期間」であるかどうかを判断する際に資料等が必要になり
ますが、どのような資料を提示したらよいか、資料がない場合にはどのよ
うに対応したらよいかについて疑義がある場合には、オーストリア側年金
実施機関で相談を受け付けるとのことですので、まずはオーストリア側年
金実施機関へご相談ください。

（※） 有償就労期間について（再掲）
オーストリアの老齢年金の最低加入期間は180か月（15年）であり、そのうち84か月（７年）以上が収

入を伴う活動によるもの（有償就労期間）であることが必要です。

年金保険期間の通算

日・オーストリア社会保障協定のポイント②
～年金保険期間の通算～
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老齢年金について（ケーススタディ）

オーストリアの年金保険期間（有償就労期間）
６年

日・オーストリア社会保障協定のポイント②
～年金保険期間の通算～
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◆日本（老齢年金）
５年＋４年＝９＜１０年（日本の老齢年金の最低加入期間）

→不支給

協定発効前

◆日本（老齢年金） ◆オーストリア（老齢年金）
９年＋６年＝１５＞１０年→支給 ９年＋６年＝１５＞１５年→支給

ただし、日本の年金給付額は
日本の年金保険期間に基づいて
計算されます。（上記例の場合は９年分）

協定発効後

日本の年金保険期間
５年（厚生年金保険）

日本の年金保険期間

４年（厚生年金保険）

◆オーストリア（老齢年金）

６年＜15年（オーストリアの老齢年金の最低加入期間）

※有償就労期間についても
6<7年（有償就労期間の最低必要年数）

→不支給

ただし、オーストリアの年金給付額は
オーストリアの年金保険期間に基づいて
計算されます。（上記例の場合は６年分）

※有償就労期間についても15年>７年→要件を満たす



◼ 重複する年金保険期間がある場合の扱い

重複期間
４年

日本の年金保険期間

２年

日・オーストリア社会保障協定のポイント②
～年金保険期間の通算～

オーストリアの年金保険期間

２年

26

両国の年金保険期間で重複した期間はダブルカウントしません。

→上記例の場合には、

・日本の老齢年金の最低加入期間（１０年）を満たしません。

・オーストリアの老齢年金の保険期間（１５年）を満たしません。

通算された年金保険期間 ８年（２年＋４年＋２年）

オーストリアの年金保険期間 ６年

日本の年金保険期間 ６年



初診日又は死亡日

日本の年金保険期間とみなす

年金保険期間を合算の上で保険料納付要件を判断 

◼ 日本の障害年金及び遺族年金について

○日本の障害年金・遺族年金には「初診日・死亡日において日本の年金制度に加入し
 ていること」という支給要件がありますが、初診日又は死亡日がオーストリアの年金
 制度に加入中である場合には、これらが日本の年金制度に加入中であったものとみ
 なすことになります。

○日本の年金保険期間だけでは保険料納付要件（初診日・死亡日の前々月までの保
 険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全被保険者期間の３分の２以
 上であること等）を満たさない場合には、オーストリアの年金保険期間を日本の年金
 保険期間とみなしてこの要件を満たすことができるか判断します。

オーストリアの年金保険期間

日・オーストリア社会保障協定のポイント②
～年金保険期間の通算～

（オーストリア年金制度に加入中に初診日又は死亡日があった場合の例） 

27

日本の年金保険期間



⚫ 日本年金の申請は日本の年金担当窓口へ、オーストリア年金の申請
はオーストリアの年金担当窓口へ行っていただくこととなっています。

協定発効前

⚫ 日本の年金事務所の窓口で、オーストリア年金の申請も可能となりま
す。

⚫ オーストリアの年金担当窓口で、日本年金の申請も可能となります。

協定発効後

日・オーストリア社会保障協定のポイント③
～申請書の代理受理～

28



Ⅲ 日・オーストリア社会保障協定における手続き
（１）日本からオーストリアへ派遣されて就労する場合

29



◼ 適用証明書の交付、適用調整にかかる手続き

日
本
年
金
機
構
本
部

又
は
年
金
事
務
所

①申請

・適用証明書

②交付

・適用証明書

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
疾
病
保
険
機
関

（
Ö
Ｇ
Ｋ
・
Ｂ
Ｖ
Ａ
Ｅ
Ｂ
・
Ｓ
Ｖ
Ｓ
）

・適用証明書交付申請書
（適用証明期間
継続・延長申請書）

日・オーストリア社会保障協定の手続き～全体概要～
（日本からオーストリアへの派遣）

日本からオーストリアに5年を超えない見込みで派遣される方が

i) オーストリア年金制度・失業保険制度の加入を免除される

 ii) オーストリア疾病保険制度・災害保険制度へ加入する
には、原則として派遣前に日本年金機構から「適用証明書」の交付を受ける
必要があります。

30

事
業
主
・一
時
派
遣
者
・自
営
業
者

③提出

（加入及び加入免除
手続き（※））

（※） オーストリア側によれば、こ
の手続きについては複雑であ
ることから税理士へのご相談を
すすめるとのことです。
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日・オーストリア社会保障協定の手続き～適用証明書～
（日本からオーストリアへの派遣）

〔オーストリアに派遣される前の手続き〕
⚫ オーストリアへの派遣前に日本年金機構に「適用証明書」の交付申請をし

てください。

〔オーストリアに派遣された後の手続き〕
⚫ オーストリアへ派遣された後は、派遣先のオーストリアの事業所へ証明書を

提出するだけでなく、以下について手続き下さい。 (自営業者の方も同様の
手続きとなります。)

・オーストリアの年金制度と失業保険制度の加入免除
・オーストリアの疾病保険制度と災害保険制度の加入

⚫ なお、協定発効前よりオーストリアに派遣され、オーストリアの制度に加入し
ている被用者の方及び自営業者の方についても同様の手続きが必要とな
りますので、ご注意ください。



◼ 適用証明書（日本側交付分）

日・オーストリア社会保障協定の手続き～適用証明書～
（日本からオーストリアへの派遣）

32

（裏）（表）

適用証明書の交付後は、オース
トリアの社会保障番号を持って
いる場合、記載にご協力ください。
（オーストリア側での事務処理の
迅速化のため。）
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【記入の注意点】

※日本年金機構の
ホームページから入手可能

適用証明書には日本年金機構に届
出されている住所が表示されます。
日本年金機構に届出されている住所
と異なる住所を希望する場合、住所
変更届の提出が必要です。

⑫オーストリアにおける事業所の名
称は、50文字を超える場合は手書き
となります。可能な限り、50文字以内

としていただくようご協力をお願いしま
す。

「日本の事業所から派遣された被用者
が、派遣元事業主の命によりオースト
リア国内で一時的に就労する」に該当
する場合、「160」に を記入してくださ
い。

⑩就労の開始予定年月日は、協定の
発効日以降です。

⑫オーストリアにおける事業所の名称、
⑬オーストリアにおける事業所の所在地、
⑱被保険者氏名
はローマ字（大文字ブロック体）で記入し
てください。

⑬オーストリアにおける事業所の所
在地は、75文字を超える場合は手書

きとなります。建物名や国名を省略す
る等、可能な限り、75文字以内として
いただくようご協力をお願いします。

最長５年間相手国制度の加入が免除
されます。
このため、相手国での就労の見込み
が５年間で、就労の開始年月日が
2025年12月1日の場合、⑪就労の終了
予定年月日は最長で2030年11月30日
です。

01 いろは 1234

ネンキン タロウ

年金 太郎

63 04 01

NENKIN TARO

X X X X X X X X X X

日・オーストリア社会保障協定の手続き～適用証明書～
（日本からオーストリアへの派遣）

X
168-XXXX

トウキョウト スギナミク タカイドニシX-Y-Z

東京都杉並区高井戸西X-Y-Z

2025.12.01 2030.11.30

IROHA XXX S.R.O.

XXX XX Wien AUSTRIAN REPUBLIC

03 XXXX XXXX

168-XXXX
東京都杉並区高井戸西X-Y-Z
株式会社 イロハ商事

代表取締役 色葉 正二

XXXXXXXXXXXXXX

(案）
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【記入の注意点】

適用証明書には日本年金機構に届
出されている住所が表示されます。
日本年金機構に届出されている住所
と異なる住所を希望する場合、住所
変更届の提出が必要です。

就労の開始予定年月日は、協定の発
効日以降です。

日本及びオーストリア両国での自営
業の内容を記入してください。

オーストリアにおける就業が終了する
日を記入してください。

XXXXXXXXXX
ネンキン タロウ

年金 太郎

日・オーストリア社会保障協定の手続き～適用証明書～
（自営業者の場合）

168-XXXX

トウキョウト スギナミク タカイドニシX-Y-Z

東京都杉並区高井戸西X-Y-Z

2025.12.01 2027.05.31

XXX XX Wien AUSTRIAN REPUBLIC 012-345-6789

(案）

63 04 01

NENKIN TARO

「日本に居住する自営業者が日本と
オーストリアで事業を行うことにより、
協定がなければ両国の制度に加入す
ることになる」場合、「161」に を記入
してください。

※日本年金機構の
ホームページから入手可能

・日本での自営業：翻訳業 オーストリアでの自営業：翻訳業



日・オーストリア社会保障協定の手続き～加入免除期間の延長～
（日本からオーストリアへの派遣）

日本の事業主から日本年金機構（日本年金機構本部又は年金事務所）
に対して「適用証明期間継続・延長申請書」を提出してください。

加入免除期間の延長の手続き

35

〔加入免除期間の延長について（再掲）〕

● 派遣期間が５年を超える場合、申請に基づき、両国関係機関間で協
議し合意した場合には、派遣先国制度の加入免除期間の延長が認
められます。

● ただし、その延長期間は原則として３年を超えない期間とされていま
す。



Ⅲ 日・オーストリア社会保障協定における手続き
（２）オーストリアから日本へ派遣されて就労する場合

36



◼ 適用証明書の交付及び適用免除にかかる手続き

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
疾
病
保
険
機
関

(

Ö
Ｇ
Ｋ
・
Ｂ
Ｖ
Ａ
Ｅ
Ｂ
・
Ｓ
Ｖ
Ｓ
）

①申請

・適用証明書

②交付

③求めに応じて提示

・適用証明書

・適用証明書交付
申請書

日・オーストリア社会保障協定の手続き～適用証明書～
（オーストリアから日本への派遣）

日本制度の加入免除を受けるためには、原則として派遣前にオーストリアの
疾病保険機関から「適用証明書」の交付を受ける必要があります。

日
本
の
年
金
事
務
所

37

（※）派遣期間の延長等の申請の場合、申請先は連邦労働・社会・保健・介護・消費者保護省となります。
そして、両国で協議し合意した場合に、上記のオーストリアの疾病保険機関から適用証明書が交付されます。

事
業
主
・一
時
派
遣
者
・自
営
業
者

「厚生年金保険・国民年金条約等
適用者に関する届書」の提出

（努力義務）
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〔日本に派遣される前の手続き〕
⚫ 日本への派遣前にオーストリアの疾病保険機関（ÖＧＫ・ＢＶＡＥＢ・ＳＶＳ） に

「適用証明書」の交付申請をしてください。
（※）派遣期間の延長等の申請の場合、申請先は連邦労働・社会・保健・介護・消費者保護省となります。

〔日本に派遣された後の手続き〕
⚫ 日本の年金事務所から求められたときは、オーストリアで交付された適用証明

書を提示してください。
⚫ 年金事務所へ「条約等適用者に関する届書」の提出をお願いします。
⚫ 協定発効前より日本に派遣され就労している被用者の方は、オーストリアで交

付された適用証明書を日本の年金事務所等に提示のうえ、「資格喪失届」を提
出してください。

＜ 「厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の記入の留意点＞

「⑥喪失（不該当）原因」欄では、
「11．社会保障協定」を選択してください。

日・オーストリア社会保障協定の手続き～適用証明書～
（オーストリアから日本への派遣）



◼ 適用証明書案（オーストリア側交付分）

日・オーストリア社会保障協定の手続き～適用証明書～
（オーストリアから日本への派遣）

39

（表） （裏）



申

請

者

日
本
年
金
機
構
本
部

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
年
金
保
険
機
関

(

Ｐ
Ｖ
Ａ
・
Ｂ
Ｖ
Ａ
Ｅ
Ｂ
・
Ｓ
Ｖ
Ｓ
）

◼ オーストリア年金保険期間を有する日本居住者が、オーストリアの年金を請
求する場合の流れ

年
金
事
務
所
等

①申請 ②送付 ③送付

「申請書」（A/J 3）

④オーストリア年金の裁定等

オーストリア年金の裁定結果は申請者へ直接通知

日・オーストリア社会保障協定の手続き
～オーストリア年金の申請～

40

①の申請書 ・①の申請書
・申請者の日本の
年金保険期間証明書



◼ 日本の年金保険期間を有するオーストリア居住者が、日本の年金を請求
する場合の流れ

申

請

者

日 

本 

年 

金 

機 

構 

本 

部

「国民年金・厚生年金保険裁定
請求書」（ J/A 3又は J/A 4）

J/A 3 ⇒ 老齢・障害年金用
J/A 4 ⇒ 遺族年金用

日本年金の裁定結果は申請者へ直接通知

②送付①申請

③日本年金の裁定

日・オーストリア社会保障協定の手続き
～日本年金の申請～

41

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
年
金
保
険
機
関

(

P
Ｖ
Ａ
・
Ｂ
Ｖ
Ａ
Ｅ
Ｂ
／
Ｓ
Ｖ
Ｓ
）

・①の申請書
・申請者のオーストリアの
年金保険期間証明書



◼日本年金をオーストリアで受け取る場合

⚫ 日本年金の請求書の「支払金融機関に関する情報」を記入する欄にオーストリ
アでの金融機関名、口座番号等所定の情報を記入します。

⚫ オーストリア金融機関で日本年金を受け取る場合、ユーロで振り込まれます。

⚫ 租税条約を締結しているため、オーストリアで課税対象、日本では非課税となり
ます。このため「租税条約に関する届書」を提出する必要があります。国税庁の
HP（http://www.nta.go.jp/）から様式を取得し、日本年金機構に提出します。詳
しくは、税務署へご確認ください。

日・オーストリア社会保障協定の手続き
～年金の受け取り～

42

http://www.nta.go.jp/


◼オーストリア年金を日本で受け取る場合

⚫ オーストリア年金の申請書には支払金融機関に関する情報がありませんが、
別途オーストリアの年金保険機関が連絡するとのことです。

⚫ 日本国内の銀行口座でオーストリア年金を受け取ることができます。

⚫ 租税条約を結んでいるため、日本で課税対象となり、オーストリアでは非課税
となりますが、オーストリアの手続きはオーストリア機関に確認願います。

日・オーストリア社会保障協定の手続き
～年金の受け取り～

43



Ⅳ 各種問い合わせ先

44



または

45

日本年金機構 社会保障協定 検索

➢ 社会保障協定の概要・ 
手続きを説明

➢ 各申請書が入手可能
➢ 協定相手国のホームページ
    のリンク先を掲載

➢ 直近の協定発効状況を掲載

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html

日本年金機構ホームページ

イメージ

http://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html


日本側の問い合わせ先 

〔社会保障協定の手続きに関する問い合わせ〕
年金事務所

 【日本年金機構ホームページ（全国の相談・手続き窓口）】

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

〔一般的な年金相談に関する問い合わせ〕
ねんきんダイヤル

（日本国内からおかけになる場合には）

０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル）
（海外からおかけになる場合等には）

＋８１ー３－６７００－１１６５ （一般電話）
※通話料は発信者負担となります
※受付時間等の詳細は日本年金機構のホームページでご確認ください。

46

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html


オーストリア側の問い合わせ先 

47

〔適用証明書の申請（第７条１，４、第８条、第９条２）、保険料の支払いや免除〕
・オーストリア医療保険基金（ÖGK：Österreichische Gesundheitskasse)
https://gesundheitskasse.at

・公務員・鉄道員・炭鉱労働者社会保険機関
(BVAEB: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen, Bergbau)
https://www.bvaeb.at

・自営業者社会保険機関 (SVS: Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen)
https://www.svs.at

〔適用証明書（延長等）の申請（第７条２、第10条）〕
・連邦労働・社会・保健・介護・消費者保護省

(Burdesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

https://www.sozialministerium.gv.at/en.html

https://gesundheitskasse.at/
https://www.bvaeb.at/cdscontent/?contentid=10007.852277&portal=bvaebbportal
https://www.svs.at/
https://www.sozialministerium.gv.at/en.html


オーストリア側の問い合わせ先 

48

〔オーストリア年金の請求について〕

・年金保険機構 (PVA： Pensionsversicherungsanstalt）
https://www.pensionsversicherung.at

・公務員・鉄道員・炭鉱労働者社会保険機関
 (BVAEB: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen, Bergbau)
https://www.bvaeb.at

・自営業者社会保険機関(SVS: Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen)
https://www.svs.at

https://www.pensionsversicherung.at/
https://www.bvaeb.at/cdscontent/?contentid=10007.852277&portal=bvaebbportal
https://www.svs.at/
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